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１．開 会 

 

２．議 事 

  （１）関係省庁ヒアリング 

  （２）PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）（案）について 

  （３）その他 

 

３．閉 会 
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○森企画官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「民間資金等活用事業推進

委員会 第13回計画部会」を開催いたします。 

 事務局である内閣府PPP/PFI推進室の企画官をしております森でございます。 

 本日はお忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。 

 まず初めに、前回の部会後に事務局に人事異動がありましたので、御報告させていただ

きます。 

 PPP/PFI推進室参事官補佐の栁澤でございます。 

○栁澤参事官補佐 栁澤でございます。 

 野村の後任で参りました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○森企画官 同じく参事官補佐の草野でございます。 

○草野参事官補佐 草野と申します。 

 川崎の後任で参りました。よろしくお願いいたします。 

○森企画官 また、専門委員におかれましても、財間専門委員が総務省の研修派遣制度に

よりまして三井不動産から山口市に派遣されまして参与に就任されましたので、御報告を

させていただきます。 

 本日、計画部会の構成員13名のうち11名の委員・専門委員の皆様に御出席いただいてお

ります。定足数の過半数に達しておりますので、部会が適法に成立しておりますことを御

報告申し上げます。 

 また、本日は議事（１）のとおり、関係省庁へのヒアリングを行うため、各省庁の方々

にもメーンテーブルに着席いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日、事務局側で部会の途中で法案審議等の対応で退席させていただく職員がおります

ことを御了承いただければと思います。 

 続きまして、本日の資料について御連絡させていただきます。本日の資料及び議事録は、

アクションプランの改定内容に直接かかわりますので、アクションプランの見直しが終わ

るまでは非公表とさせていただきます。御承知おきいただければと思います。 

 それでは、以後の議事につきましては、柳川部会長に進めていただきたいと存じますの

で、よろしくお願いいたします。 

○柳川部会長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速、議事に入りたいと思います。 

 まず、議事の「（１）関係省庁ヒアリング」に入ります。関係省庁の皆様におかれまし

ては、御出席、まことにありがとうございます。 

 初めに、ヒアリングの内容について事務局から御説明をお願いいたします。 

○菅参事官補佐 それでは、議事の「（１）関係省庁ヒアリング」を行わさせていただき

ます。 

 資料１－１をごらんください。A4判の横使いのものになっております。 

 ２ページ目をごらんください。こちらですけれども、今回の改定に当たってのスケジュ
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ールを記載しております。 

 こちらのページは３月から始まっておりますが、その前には下準備としまして、昨年末

に、次のページ以降につけておりますが、課題整理を行ったという前の準備があった上で

の今回の改定スケジュールになっております。 

 本日が、この赤枠で囲っております４月17日でございます第13回計画部会で、こちらに

ついてですが、こちらは後程、資料２－２でアクションプランの改定案をお示ししますが、

それとともに前回、第12回計画部会で皆様から現状のアクションプランの進捗状況ですと

か、新たに掲げるべきではないかといった施策案の御示唆をいただいたと思っております。

そちらについての対応案を前半で関係省庁から御説明させていただくという予定になって

おります。後半でそれについて、再度御意見を賜れればと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 また本日の４月17日以降ですが、約１カ月後、５月14日月曜日が第14回計画部会という

ことになっておりまして、そちらは本日の御意見を反映させた改定案バージョン２を提出

させていただきます。そちらについて御審議いただければと思います。 

 その後、１週間後にPFI推進委員会にそちらを提出する予定になっております。 

 続きまして、次の３ページでございます。これ以降、前回の計画部会で配付した資料を

おつけしております。こちらですけれども、簡単におさらいさせていただければと思いま

す。 

 ３ページですが、こちらが昨年末にまとめた課題になっております。こちらは課題１、

課題２、課題３とまとめたという段階でございます。 

 課題１というところについては、PPP/PFI手法の有効性・必要性の腹落ちが不十分なので

はないかといった御指摘。 

 課題２のところについては、対公共、主には地方公共団体ですけれども、公共に対する

環境整備が不十分なのではないかという御意見。 

 課題３が、民間に対する環境整備に課題があるといった御意見でした。 

 次の４ページ以降で本文をつけておりますので、後ほどごらんいただければと思います。 

 ６ページをごらんください。６～８ページが先ほどの課題に対する取り組み施策案で、

内閣府案として前回提示させていただきました。 

 そちらをまとめたものが10ページの【資料Ｃ】と打っているものですけれども、こちら

の今回改定案の骨子というところで御提示させていただいたもので、こちらについて前回、

方向性というところでは御了承いただいたと認識しております。 

 続きまして、11ページですが、こちらは参考までにおつけしております。こちらが現ア

クションプランで、本日の御審議の中でもし現アクションプランがどうなったかなという

ときには、こちらをごらんいただければと思います。 

 最後の12ページが、これからのヒアリングの進め方を記載させていただいております。 

 「１．対象省庁」としましては、書いてありますとおり、内閣府。内閣府は10分。それ
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以降、国土交通省、厚生労働省、文部科学省、総務省、経済産業省。こちらは各５分で御

報告させていただく予定になっております。 

 「２．報告事項」ですけれども、こちらはおつけしております資料１－２が、先日から

内容について紹介させていただきました御意見について、各省の対応案をまとめ、一覧表

化したものでございます。こちらの内容は、前回いただいた御意見に対する関係省庁の対

応案と、前回の計画部会で担当部局が不在でしたため、未回答となっておった事項、具体

的には総務省の公営企業のあり方と経済産業省の公営ガス事業ですが、それら２点につい

ての回答を資料１－３以降で各省庁から御説明させていただくということになっておりま

す。 

 また、最後に「３．質疑応答」ですけれども、その後、資料２－１、資料２－２につい

て内閣府から説明させていただきました後にまとめて質疑させていただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○柳川部会長 それでは、今、御説明いただいたとおりですので、まず御出席いただいて

いる関係省庁の皆様から御説明いただくということで、まずは内閣府様のほうから御説明

をお願いいたします。 

○森企画官 まず、内閣府から資料１－３に基づきまして御説明させていただきたいと思

います。 

 項目がいろいろと多岐にわたっておりますので、まずは優先的検討の関係、プラットフ

ォームの関係で、あとはその他の関係ということで分けさせて説明をさせていただきたい

と思います。 

 資料をめくっていただきまして、１ページ目から３ページ目が、まず「実効性のある優

先的検討の推進について」という項目でございます。 

 １ページ目に前回御意見をいただいたことをまとめておりまして、この右側にある対応

案ということで記載させていただいております。 

 まず、大きくは３点ほど御意見をいただいておりまして、１点目と２点目、佐々木専門

委員、清水専門委員ということでいろいろ、やはり検討していく上で、自治体の負担が課

題といった御意見でありまして、その一つとしてVFM省略ですとか、そういったところが考

えられるのではないかという御意見をいただきまして、そちらにつきましては、前回も御

説明させていただいたとおりなのですけれども、この右側に記載させていただきましたよ

うに「具体的な案件形成が実際に進むように実施主体の経験に応じた支援・情報の横展開

を行うとともに、実施主体の負担を軽減する柔軟性・実効性のある検討・導入手法を検討

する」ということで、実際に検討を行ってまいりたいと考えております。 

 ３つ目の優先的検討で不採用と判断された事業の不採用理由の分析といった点ですけれ

ども、こちらは現在も実はアンケートですとかヒアリングを通じて現状把握に努めており

まして、そういったいただいた御意見にも留意した上で、今、アクションプランにも書い
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ているのですが、運用状況をフォローアップして、課題の抽出を、対応策の検討を行うと

いうふうにしていますけれども、それを進めてまいりたいと考えております。 

 ２ページ目と３ページ目を簡単に説明させていただきますと、まず２ページ目なのです

が、こちらは前回の御指摘という部分ではなかったのですけれども、現アクションプラン

で優先的検討規程の策定・運用状況のフォローアップということでうたわれておりまして、

これは最新の平成30年３月末時点の規程の策定状況と運用状況を示したものでございます。

それで20万人以上では、ことし３月では８割です。ここの表の、人口20万人以上の市区で

144団体、79.6％、８割でして、これは上半期のときにはまだ67％でしたので、10％ほどア

ップして、今、８割というところでございます。 

 こういったことと、運用状況も、まだできたばかりですので、運用がなかなかあれなの

ですけれども、開始されておりまして、そういったところを今後も毎年度、こういった状

況を公表するということと、ヒアリング等で把握したそういった課題を踏まえて、先ほど

も説明させていただきましたように、柔軟性・実効性のある検討・導入手法の開発といっ

たことも検討していく予定でございます。 

 その次の３ページ目が、先ほどの清水専門委員御指摘のものなのですが、こういったこ

とで、これはまだ間に合っておらず、上半期のものなのですけれども、我々、簡易な検討

で、あと、詳細な検討を実施して、その結果、次のステップに進みましたですとか、あと

は採用しませんですとか、そういったところも調査をしておりまして、導入しなかった理

由等も聞いておりまして、こういった形で現状把握に努めておりまして、引き続き進めて

まいりたいと考えております。 

 優先的検討につきましては以上でございます。 

○濱田企画官 続きまして、４～６ページを御説明させていただきます。 

 プラットフォームの関係の御意見を４点いただいております。 

 １つは「広域化を進めていく上で、プラットフォームでどのような取り組みをしていく

か重要となる」という広域化の観点です。これはNo.１とNo.５と、ほぼ同じ趣旨かと思い

ます。 

 それから、ゴールとか評価の関係の御意見が２番でございまして、プラットフォームは、

形成がゴールではなくて、本来のゴールにつなげていくかが重要で、その観点からPDCAを

行っていくべきというのが２番でございます。 

 あと、一番下の６番で「地域力」と書いてございますが、成功事例の普及等をどうして

いくのかという御意見をいただいております。 

 ５ページと６ページで、これは現在のプラットフォームの状況です。 

 ５ページが内閣府でやっているタイプのものでございまして、内閣府で支援しているプ

ラットフォームは大体、県ぐらいの単位の範囲を想定していて、そこには将来、広域化に

つながる可能性を見て、県ぐらいの範囲でやっております。 

 一方、６ページが国交省さんでメーンで動かしておられるプラットフォームのうちの一
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つ、ブロックプラットフォームで、これはほぼ整備局単位というものでございます。それ

と、このほかに特定のプロジェクトに対して官民の案件化に向けて対話を進めるというタ

イプのものがございます。 

 これは５ページのものと、特定のプロジェクトを進めるもの等のタイプのプラットフォ

ーム、合わせて47個つくるという目標はあるのですけれども、これは達成されますので、

これに伴いまして、形成そのものではなくて、そこからどれだけ案件ができるかというタ

イプの目標に切りかえていこうという方針を持ってございます。 

 それから、当然、普及に対しまして、小規模自治体への普及の観点から、成功事例等の

紹介をこれまでもやってきておりますし、今後も続けていきたいと考えてございます。 

 続きまして、７ページ以降をごらんいただきたいのですけれども、財間専門委員から官

民対話について御意見をいただいております。それから、８番で高度専門家派遣について

も御意見をいただいております。 

 まず官民対話についてですけれども、リスク分担等を管理者と、発注側と事業者側でし

っかり話し合って、仕様をつくり込んでいくような対応が必要ではないかという御意見を

いただいています。それから、御意見ではございませんが、コメントとして、民間提案に

ついて、地方自治体の意識向上、問題点などの掘り下げ、具体的事例または具体性を持っ

ての議論をすべきというコメントもいただいておりまして、まずは官民対話の状況につい

て、８ページ、９ページで御説明させていただきたいと思います。 

 アクションプランにもございますけれども「『PPP事業における官民対話・事業者選定プ

ロセスに関する運用ガイド』の周知」を図るというアクションがございまして、これは各

省と一緒にやっております。 

 これは横浜市さんですとか、官民対話を先行してやっておられる事例のいいところを御

紹介するものでございまして、このガイドの周知を受けて、鳥取市さんですとか盛岡市さ

んが制度を導入していただいております、あるいはいただきます。このように対話の窓口

自体がふえていて、提案件数自体もふえる傾向にございます。 

 あと、中身です。やはりやり方をもう少し整理すべきではないかという課題がございま

して、これにつきましては、そのような窓口をつくって進めておられる方から事例をいた

だく、事業者さんから事例を勉強させていただくとともに、内閣府でも支援事業を設けて

おりまして、29年度は大府市を対象にやったのですけれども、このような支援事業を使っ

て、提案を仕様に反映させていくような対話の事例をふやして、一定程度ふえたところで

ノウハウを横展開していくようなことを今後も続けてまいりたいと思っております。 

 ７ページに戻っていただきまして、高度専門家派遣について、やはり知見を横展開すべ

きという趣旨の御意見をいただいております。 

 これにつきましても、内閣府のほうで会計士さんですとか弁護士さんとかにお知恵をお

かりして、モデルを考えていくようなタイプの事業を支援する取り組みをやっておりまし

て、今、２事例ほどございます。もう少し、当然30年度も支援させていただきたいと思っ
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ていますので、一定程度、知見がたまりましたら、これも同様にノウハウの横展開を図っ

ていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○森企画官 続きまして、11ページ目から14ページ目ですけれども、こちらはまたいろい

ろ多岐にわたる御意見をいただきましたので、簡単に御説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、11ページ目の一番左にNo.３、No.４とあります。これは広域化の観点でございま

す。広域化の論点を内閣府が取りまとめるべきであるということと、広域化の重要性につ

いて発信というところで、内閣府ということです。 

 広域化そのものについては、もちろん広域化をして、よりPPP/PFIを使っていくというの

はあるところではあるのですが、広域化そのものについてはPPP/PFIの推進の所掌を超えて

いるということで、こういった御意見をいろいろいただいていますので、そういったとこ

ろを関係省庁に情報を共有するということと、また、現アクションプランにも既に広域化

の観点でいろいろ書かせていただいていますので、それは着実に実行してまいりたいと思

います。 

 また、次の４番目の広域化のところのメッセージ発信ですけれども、こちらは今、いろ

いろ個別の事業分野のほうでメッセージ発信を行っておりまして、また今後も必要に応じ

た取り組みを進めていただくように連携も図っていきたいと考えております。 

 続きまして、その下の９番、10番というところが公的不動産、PREの関係でございます。 

 ９番は地方創生の取り組みと連携して進めていくことが必要ではないかというところで、

確かに我々、これまで同じ府内だったのですけれども、確かに連携という意味では不十分

な面はあったかなと思いますので、今後はこういった、いろいろ地方創生のほうでやられ

ている取り組みと連携を図っていきたいと思います。また、そういったものを周知、例え

ばプラットフォームとか、そういった場で周知を図っていくというところで考えておりま

す。 

 その下の10番目の公的不動産の関係は、我々も必要性は感じておりますので、特に市場

性の低い地域の低未利用公的不動産というものは有効活用が困難ですので、そういったと

ころも情報の横展開を図っていきたいと思っております。例えばそういった市場性の低い

地域であっても有効活用が図られている優良事例を収集して、そういった知見等を抽出す

るといったことですとか、これは国交省さんになってしまいますけれども、公的不動産の

民間活用の手引きというものの周知等とか、そういったものを通じて、そういった環境整

備に努めてまいりたいと思います。 

 12ページ目が、まず１つが公共施設等総合管理計画・個別施設計画といった点でござい

まして、こちらは総務省さんにも同じ意見が行っていますけれども、内閣府としましては、

経済・財政一体改革推進委員会というものが別途、経済財政諮問会議の下にありますが、

そちらで個別施設計画の策定の進捗に合わせて、総合管理計画の見直し・充実化を図ると
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いうふうにされておりまして、そういった流れで進めていければと思っております。 

 その下の15～17は、公共施設の非保有という関係でございます。こちらは、勉強は始め

ていきたいと考えておりまして、こういった保有しないケースの事例を今後、情報収集を

しまして、保有しないことの効果ですとか問題点等を整理する。そういった情報提供がふ

さわしいものについては情報提供を行っていきたいと考えております。 

 13ページ目なのですけれども、こちらは18～20が、導入が進まない自治体の実情把握で

すとか、あとは期間満了明けの検証ですとか、そういった観点でございまして、それにつ

きましては、前回も御説明させていただきましたが、事業期間が満了したPPP/PFI事業につ

いて、事業期間中に発生した効果・課題等を官民双方の視点から検証するとともに、まだ

多くの地方公共団体で進まない理由を分析していきたいと考えております。 

 21番目は情報展開ということで、こちらはわかりやすい情報提供を心がけるべきという

ところで、現在も進めているつもりではあるところで、そういったところをまた進めて、

今も情報提供関連の施策をいろいろ記載させていただいていますので、そういったところ

を進める中で留意していきたいと思っております。 

 続きましてコンセッションの観点で、やはり個別でいろいろありますので、現場とか地

域の実情を踏まえて効果を検証していくのが必要ではないかというところで、これはおっ

しゃるとおりでございまして、そういったところの検討がなされるところで、なされるよ

うに実務的に対応していきたいと思っております。 

 あと、コンセッション事業の件数目標が「具体化」となっていますが「実施方針の発表」

というふうに明確化すべきというところで、こちらについては今、調整中でございます。 

 最後に、14ページ目がいろんな先生から御意見をいただいたPDCAのＣの部分が不足して

いるのではないかというところで、こちらはまた後ほど御説明させていただきたいと思い

ますけれども、後ほどの資料で、前回の進捗状況のところに進捗度評価ということで、こ

れは各省庁の自己評価なのですが、とりあえず、今、できることとしてつけさせていただ

いたところでございます。 

 ただ、御指摘で、周知を図るですとか、そういったところで、では、周知を図って、ど

うで、次はどうするのだといった御指摘だったと思いますので、今後は各施策の本来の目

的をより意識して、実施可能な対策からこういったもので実施していくように各省庁とも

連携を図っていきたいと思っております。 

 内閣府は以上でございます。 

○柳川部会長 それでは、続いて国土交通省様、よろしくお願いいたします。 

○国土交通省（中井課長） 国土交通省でございます。資料１－４をごらんいただければ

と思います。資料１－２のほうで委員の皆様からいただいた御意見に対しての対応案を全

て記載させていただいておりますけれども、時間も限られておりますので、その中から抜

粋して御説明させていただければと思います。 

 １ページでございます。小規模自治体への普及という観点で御意見をいただいておりま
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して、小規模自治体への普及を図るため、複数自治体による広域化のモデルづくり、ある

いは地元企業が中心となる地域完結型のモデルづくりが必要という御意見でございます。 

 これに対しては、国交省において今年度から「官民連携モデル形成支援」という新たな

事業を立ち上げることにしておりまして、対象自治体を選定いたしまして、例えば広域連

携ですとか分野横断、あるいは地元の人材活用といった中小規模の地方公共団体における

課題克服に資するモデルの形成を図っていきたいと考えております。 

 ２ページでございますが、下水道の広域化の観点で幾つか御意見をいただいております。 

 １つは、コンセッションを推進していく上での人口減少への対応案を考える必要がある

のではないか。 

 それから、コンセッション導入と広域化を進めるための手引書の作成が必要ではないか。 

 それから、広域化を進める上でのインセンティブ措置を検討すべきではないかといった

御意見でございます。 

 人口減少への対応につきましては、やはり広域化・共同化による事業性改善というもの

が重要だと認識しておりまして、関係４省から全ての都道府県に対して平成34年までに「広

域化・共同化計画」の策定を要請したところでございます。 

 手引書の関係で、コンセッションについては平成26年度に「下水道事業における公共施

設等運営事業等の実施に関するガイドライン」を作成しているところでございます。それ

から、広域化について、事例集を現在作成中で、今後公表していこうと考えております。

また、先行して「広域化・共同化計画」の策定に取り組む県の検討を支援していきたいと

考えておりまして、その成果を今後、水平展開していきたいと考えております。 

 それから、インセンティブ措置について、今年度から社会資本整備総合交付金におきま

して、広域化の計画策定から取り組みまでを総合的に支援する下水道広域化推進総合事業

というものを創設したところでございます。 

 それにつきましては、後ろの７ページをごらんいただければと思いますが、例えば「事

業創設」の下のところに書いておりますけれども、施設の統合に必要な管渠について交付

対象範囲を拡充するでありますとか、あるいは下水道でし尿等を受け入れるといった施設

も交付対象に追加するといったことをやっております。計画策定から事業の実施までを一

体的に支援するというものでございます。 

 戻っていただいて、２ページでございます。下水道の使用料適正化についての御意見と

いうことで、料金の適正化はPPP/PFI以前の問題として必須であるということでございます。 

 この使用料適正化につきましては、まず使用料算定の参考基準となる「下水道使用料算

定の基本的考え方」というものがございまして、これを昨年見直して、将来の更新需要の

増大に備えて資産維持費を対象経費に位置づけることをやっております。あわせて、事務

連絡の発出、あるいは下水道経営支援アドバイザー制度の創設などによりまして各自治体

に、この基本的考え方の周知徹底を図っているところでございます。 

 加えまして、今年度から公営企業会計の適用とか、その検討について社会資本整備総合
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交付金等の交付要件化ということをやっております。それから、下水道事業の中長期の収

支見通しを推計できるモデルの開発・提供といった取り組みもやっておりまして、こうい

ったこともあわせまして使用料の適正化に向けた取り組みを引き続きやっていきたいと考

えております。 

 ３ページで、道路の関係で、愛知県道路公社の先行事例の横展開につきまして、情報提

供の中身あるいはその効果を説明してほしいということでございます。 

 この横展開につきましては国土交通省、あるいは愛知県、それから、愛知県の道路公社、

コンセッション会社におきまして、主にブロックプラットフォーム等における資料配付で

ありますとか、あるいはコンセッション事業セミナーなどのセミナーにおいてプレゼンを

行うといったことによりまして、自治体等の関係者に対して情報提供を行っているという

ことでございます。件数としては、平成29年度は35件行っていたところでございます。 

 ただし、まだ具体的な提案は出てきていない状況で、引き続き、このような横展開の取

り組みを積極的に行っていきたいと考えております。 

 国交省からは以上です。 

○柳川部会長 ありがとうございました。 

 それでは、続いて厚生労働省様、お願いいたします。 

○厚生労働省（日置室長） 厚生労働省でございます。資料１－５に基づいて説明を行い

ます。 

 １ページ目で、厚生労働省関係の御意見とその対応案というものを整理した一覧表でご

ざいます。 

 まず左側のほうで、御意見として「水道事業分野においても、北海道内７空港コンセッ

ションの事例を参考に、一つの民間事業者が複数の地方自治体とコンセッション方式の事

業契約を個別に締結することによって、実質的に広域化と同じ効果を得ることが可能にな

るのではないか」という形でございます。 

 これに対しましては、御指摘のような方法も当然考えられると思っております。ただ、

水道事業におきましては、まだコンセッション方式を導入した事例がないこともありまし

て、まずは水道法の一部を改正する法律案の早期成立を図りまして、この改正法に基づく

取り組みを進めていく。こういうところから始めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

 ２点目で「水道は人口減少が事業継続に強い影響を及ぼすため、コンセッションを推進

していく上ではそれへの対応案を国で考える必要があるのではないか」ということでござ

います。 

 ２点ございまして、全体的な話といたしまして、人口減少に伴う料金収入の減少といっ

た水道を取り巻く課題に対しまして、水道の基盤強化を図る必要があるということで、今

般、水道法の一部を改正する法律案を提出しているところでございます。特にコンセッシ

ョンの導入に当たりましては、人口減少を踏まえて、地域の実情に応じ、料金の枠組みや
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リスク分担等を決定する必要があると考えています。この法律案の成立後、このような留

意事項について、国としてガイドライン等において示していきたいと考えております。 

 ３点目でございますが「公営企業であるにもかかわらず更新財源が不足するのは料金を

低く抑えてきたためであり、水道における料金の適正化はPPP/PFI以前の問題として必須で

あるということはしっかりと明示する必要がある」という御指摘でございます。 

 この中で、今国会にて水道法の一部を改正する法律案を提出しておりますが、その中で

水道事業者等は、施設の更新需要を含む事業の収支の見通しを作成し公表する。このよう

な努力義務を課しております。また、水道料金につきましては、健全な経営を確保できる

ものでなければならないということをあえて明示しているということで対応していきたい

と考えているところでございます。 

 ４番目で「取組番号43、44について、水道コンセッション推進のため、コンセッション

導入と広域化を着実かつ合理的に進めるためのプロセスを示す手引書の作成が必要ではな

いか」ということでございます。 

 広域化につきましては「水道広域化検討の手引き」を示しておるところで、コンセッシ

ョンにつきましては、法律案の成立後、留意事項についてガイドライン等において示して

まいりたい。このように考えております。 

 最後の御指摘で「広域化が各事業にとって真に望ましいものであるならば、誘導するよ

うなインセンティブ措置を所管省庁は検討すべきである。特に上下水道について現在の見

解を報告頂きたい。また、自治体に跨る話であるので、総務省からも広域化の推進策をど

のように考えているのか教えてほしい」ということでございます。 

 こちらにつきましては、水道事業の広域化を推進するため、市町村域を超えて水道事業

の広域化を実施するに当たって必要な施設整備のうち、一定の要件を満たすものに対する

財政支援措置を設けているということで取り組んでいるところでございます。 

 厚生労働省からは以上でございます。 

○柳川部会長 ありがとうございました。 

 それでは、続いて文部科学省様、お願いいたします。 

○文部科学省（山川課長） 文部科学省でございます。資料１－６をごらんいただきたい

と思います。 

 １枚めくっていただきまして、前回いただきました御意見としまして大きく３点ござい

ました。 

 １点目が、地域活性化のための学校跡地等の活用促進についてでございます。 

 ２点目が、自治体が資産を持たないことについても検討すべきではないかという御意見

でございました。 

 ３点目が、新たに施設を整備するだけではなくて、既存施設においてもコンセッション

の活用推進をすべきではないかという御意見でございまして、これらにつきまして次ペー

ジ以降で御説明を申し上げます。 
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 まず、廃校活用の促進についてでございます。２ページ目をごらんください。 

 文科省では、ホームページにおけるマッチングサイトの開設であるとか、事例集の作成

等によりまして、廃校活用を積極的に推進しております。この資料につきましては、前回

御説明したとおりで、内容は省略させていただきますが、このように事例集とかを作成し

て推進しているということでございます。 

 この廃校活用の事例の中で、自治体や事業者だけではなくて、廃校を活用することで地

域全体の活性化につながっている事例を紹介しておりますので、それを御説明させていた

だきたいと思います。３ページで、熊本県菊池市の廃校活用の事例でございます。 

 下に写真をお示ししておりますけれども、左側が廃校になった小学校を民間事業者の酒

蔵に活用しているということでございます。また右側で、廃校になった中学校を体験型の

宿泊施設として「きくちふるさと交流館」に活用している事例でございます。 

 自治体側のメリットとしましては、この廃校施設の売却益であったりとか、雇用創出で

あったり、あるいはこの建物の維持管理費を減らすことができるという効果がございます。

それ以外に、地域活性化のメリットとして真ん中に書いてございますように、観光客増加

による経済効果が期待されて、実際に起こっておりまして、酒蔵につきましては、地域で

開催する新酒祭りや工場内の売店にも多数の来場者が来ていると聞いております。また、

体験型宿泊施設では１年間に１万2,000名の方が利用されているということでございまし

て、地域活性化に資する効果があったということだと思います。 

 右側に事業者側のメリットも記載させていただいておりますが、既存施設を使うことに

よりまして安価な改修費用により事業開始が可能である。あるいは体験型宿泊施設としま

しては、学校施設というものが同じような大きさの教室に分かれておりますので、宿泊施

設等にも改修がしやすかった。そういった利点があると聞いております。 

 ２点目で、資産を持たないという観点での効率的なストック活用の事例についてでござ

います。 

 文部科学省では、学校施設の老朽化が進みまして、今後、多くの建物が一斉に更新時期

を迎えるということがございますので、改築よりもコストの低い長寿命化改修への転換を

促しているところでございます。学校施設の長寿命化計画策定の解説書というものを作成

いたしまして、各自治体に周知しているところでございます。 

 この解説書におきまして、トータルコストの縮減という観点から、改修を進めるという

ことだけではなくて、学校施設を保有せずに共用化したり、他の機能を複合化するといっ

た事例についても紹介して、好事例としてお示ししているところでございます。 

 その事例として、下の左側で、神奈川県海老名市の事例で、この海老名市では老朽化し

たプールを改修するのではなくて、コスト縮減の観点から、全校の学校プールを廃止しま

して、市内各所の屋内温水プールにて水泳の授業を実施している事例でございます。 

 また、右の事例で、これは山形県の事例ですけれども、小学校５つを１つに統合して新

たに学校をつくった事例で、この学校の図書館を公立図書館として地域住民が利用する場
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としても整備する。この配置図のところにも書いてございますけれども、地域住民専用玄

関を設けまして、共用化を図るといった事例もございまして、このような学校施設の共用

化といった観点も非常に重要であると考えておりますので、今後ともこのような情報提供

を進めていきたいと考えております。 

 最後に、既存施設のコンセッションの活用についてでございます。 

 現在、文部科学省では３点のコンセッション事業が30年度までの目標ということで進め

ておりますけれども、そのうち、今、上がってきていますものは、その多くは新設の建物

であるということで、既存の建物につきましては、特に文教施設の場合、なかなか収益が

上がらない面もございまして、既存施設では進まない現状もございます。ただし、コンセ

ッション事業におきまして、既存施設の改修におきましてもコンセッションが有効である

ということを周知しているところでございます。 

 昨年の３月に有識者会議の報告書を出させていただいております。また、ことしの３月

には手引書を策定しまして、文教施設におけるコンセッション事業の導入を促進しようと

考えておりまして、５ページ目をごらんいただきたいと思います。 

 上の段が昨年３月に出した報告書の中で、既存施設に関連する部分をどのように記載し

ているかということでございますが、この本文にございますように、独立採算が見込めな

い施設であっても、一定程度、公費を措置する「混合型」の採用によりまして、コンセッ

ション事業の導入が可能である。自由度の高い運営を確保し、民間事業者の創意工夫を生

かして収入をふやす。そういったことを目指して導入することの意義は大きいという記載

をさせていただいております。 

 それから、下の段で、この３月に策定いたしました手引きでございますけれども、この

中におきましても、大規模改修や更新投資等には、民間の資金やノウハウを活用すること

が効果的である場合が多い。さらには、大規模改修と運営業務を一括して民間事業者に委

託できる点でコンセッションの強みがあるという説明をしておりまして、今後とも、この

既存施設のコンセッションという観点でも導入を進めていきたいと考えております。 

 文科省からは以上でございます。 

○柳川部会長 ありがとうございました。 

 それでは、続いて総務省様、お願いいたします。 

○総務省（飛田室長） 総務省でございます。 

 済みません。総務省につきまして、総務省分の御意見と対応案を総務省の部分の資料に

ピックアップしておけばよかったと思っておりますが、少しそういったところができてお

りませんので、大変お手数ではございますが、資料１－２と資料１－７、総務省の資料を

使いまして御説明申し上げたいと思っております。 

 総務省につきましては、公共施設等総合管理計画の関係と公営企業の関係で御意見をい

ただいております。 

 資料１－２の14番で、公共施設等総合管理計画の関係でございますけれども、右側、総
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務省の部分で、各地方公共団体におきまして、かなり策定をしていただいているわけです

が、その策定していただきました総合管理計画の推進を総合的かつ計画的に図るというこ

とと、あと、できました総合管理計画を、不断の見直しを実施して、さらに充実をさせて

いく。このために、公共施設等総合管理計画の策定に当たっての指針を平成30年２月に改

定したところでございます。各種会議の機会を捉えまして、その趣旨を徹底していきたい

と考えております。 

 この改定の概要で、資料１－７をごらんください。 

 １枚おめくりいただきまして「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂

概要」でございます。左下のほうですけれども、総合管理計画の推進体制。これをしっか

りとやっていただく。また、総合管理計画の充実についてもやっていただくということで

ございます。 

 １つには全庁的な体制の構築ということで、３ページで、総合管理計画の策定あるいは

その充実のための改訂の検討の際に、洗い出しの段階から、全庁的な体制を構築して取り

組むことが望ましいという推進体制の関係のことをしております。イメージといたしまし

ては、庁内横断の検討組織、そしてマネジメントの所管部局をしっかりと置いていただく

というところをイメージとしております。 

 少しお戻りいただきまして「２．PDCAサイクルの確立」の関係でございます。こちらに

つきましては、４ページで「総合管理計画の見直し・改訂」に当たりまして、そもそも、

この総合管理計画につきましては、策定の検討時点での把握可能な状態ですとか取り組み

状況等を整理して策定いただいているものでございます。 

 この内容につきましては、策定後も、下のイメージにありますように、総合管理計画あ

るいは個別施設計画の策定に伴いまして、順次、対策の内容など、状況の変化ですとか、

そういったものを反映していただく。不断の見直しを実施して、順次、充実をさせていく

ことが望ましいという形で入れております。 

 また、２ページ目にお戻りいただきまして、それ以外につきましても、３～５という形

で指針の改訂をさせていただいているところでございます。 

 申しわけございません。資料１－２にお戻りいただきまして、28番で、水道の広域化の

推進策ということで、総務省としてどのように考えているのかということでございます。 

 右側で、上下水道の広域化の推進につきましては、各所管省庁の取り組みと連携すると

いうところと、あと、総務省としましても、各地方公共団体に対しまして、先進・優良事

例の周知をしまして、検討を促しているところでございます。 

 最後、37番で、前回御質問を頂戴いたしました、公営企業のあり方に関する研究会の報

告書の周知の効果でございます。 

 この公営企業のあり方に関する研究会の報告書につきましては、平成28年度末に取りま

とめをいたしまして、その後、周知のほうをしているところでございます。この周知の効

果の関係で、総務省におきまして、現在、各公営企業における平成29年度、昨年度中の取
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り組みについての調査を行っているところでございます。この調査の結果につきましては、

本年秋ごろまでに取りまとめの上、公表をしていきたいと考えております。 

 総務省は以上でございます。 

○柳川部会長 ありがとうございました。 

 それでは、続いて経済産業省様、お願いいたします。 

○経済産業省（柴山室長） 経済産業省でございます。お手元の資料１－８と、それから、

済みません、我々もおつけすればよかったのですけれども、資料１－２を参照いただきな

がらお願いいたします。 

 まず前回、白石専門委員から、公営ガス事業につきまして、資料１－２の38番で「公営

ガス事業について、最近はコンセッションを検討する自治体もあると聞いているが、これ

についての平成30年度以降の取組で数値目標の設定等は検討しているか」という御質問が

ございました。 

 それでは、資料１－８に基づいて、公営ガス事業者の概要ですとか、ガスは昨年度から

全面自由化されたわけでございますけれども、その状況。大津市がコンセッション方式を

進めておりまして、その状況。それから、目標について設定しているのかといったことに

ついて、順に御説明いたしたいと思います。 

 １ページですけれども、まず「公営ガス事業者の概要」で、全国で現在24事業者がござ

います。販売量においては我が国全体の約２％、需要家数で見れば我が国全体の約３％と

いうことでございます。 

 ２ページは参考ですけれども「公営ガス事業者一覧」をつけております。 

 ３ページは「ガスシステム改革の概要」で、去年４月１日から小売参入の自由化、基地

の第三者利用の制度化など、全面自由化ということで制度改正が行われております。特に

小売のところは全面自由化ということで、これまでは地域ごとだったわけでございますけ

れども、地域あるいは業種を超えて、今、参入が進んでいるところでございます。 

 ４ページがその状況で、スイッチングの申し込み状況です。これはあるガス会社からほ

かのガス会社に切りかえる、申し込みを行った件数がどうなっているかというもので、今

年の３月末時点で、全国で約84万件のスイッチングの申し込みがあったということで、折

れ線グラフで地域別になっておるわけですけれども、紫の線の近畿地方が一番件数が多い

状況でございます。 

 ５ページが個社の動きということで、いろいろ書いておりますけれども、詳細は割愛さ

せていただきますが、最近ですと一番下のところで、中部電力と大阪ガスが首都圏におい

て、電力・ガス、それから、いろんなサービスを販売する会社を設立いたしまして、今後、

ここに書いてあることは基本的に首都圏の市場についてが多いのでございますけれども、

首都圏において競争が活性化していくことが見込まれる状況でございます。 

 それから、これは参考で、６ページ、７ページですが、競争が必ずしも起きていない地

域もございますけれども、そういう地域も含めて、各ガス事業者がいろいろな新しい料金
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メニューとか新しいサービスメニューを提供し始めて、あるいは料金の引き下げとか、そ

ういうことが起き始めているという御紹介でございます。 

 ８ページが、御質問にありました話と関係してくるわけで、最近、大津市が小売事業で

の公共施設等運営権制度の活用を進めております。 

 大津市は公営事業者の中では全国２番目の規模ということで、約10万件のお客さんを抱

えております。ガスの小売全面自由化後、競争が起きていることも踏まえて、料金設定の

機動性ですとか、あるいは他の商材とのセット販売とか、そういったものをよりやりやす

くするために、この公共施設等運営権制度を活用して、官民共同出資の新会社に小売事業

等を実施させるということを決定いたしておりまして、この４月から共同出資者となる民

間事業者の募集を開始しているところでございます。今後、事業者の選定あるいは市議会

への上程を行って、来年４月から新しい事業運営形態への移行を予定していると聞いてお

ります。 

 ９ページが直接的なお答えにはなるわけでございますけれども、これまでも公営事業者

は民間への事業譲渡などは行ってきておりました。 

 公営事業者がその事業運営形態を決定する上で、公営のまま、あるいは民間への事業譲

渡に加えまして、コンセッション方式を用いたPFI事業の導入といったものを含めて幅広い

選択肢を検討できることは重要なことであると思っております。 

 今回の、先ほど申し上げた大津市のコンセッション方式を用いたPFI活用は、公営ガス事

業者では初めての取り組みで、まさに現在進んでいるところでございますけれども、いろ

いろなガス事業法との関係ですとか、大津市からの相談にこれまでも対応してきていると

ころでございます。今後も必要に応じて、そうした相談に乗ってまいったり、あるいは公

営事業者などの集まりの場では、大津市がこういう取り組みを進めているとか、そういっ

た情報共有などを行っていきたいと思っております。 

 このように、公営ガス事業のコンセッション方式を用いたPFI事業は、そういう意味では、

まだ始まったところといいますか、今、大津市がまさに進めているところで、質問との関

係では、現在は平成30年度以降の数値目標等の設定等は検討していないというところがお

答えになるかと思います。 

 以上でございます。 

○柳川部会長 ありがとうございました。 

 それでは、引き続きPPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版）の案について、事

務局から御説明をお願いいたします。 

○森企画官 それでは、資料２－１と資料２－２に基づきまして御説明をさせていただき

たいと思います。 

 まず構成なのですけれども、資料２－１は、最初に概要ということで、これは前回もお

おむね御説明させていただいたところでございますが、その後にフォローアップの関係の

資料ということで、事業規模の関係が２ページ、３ページとありまして、４ページ目がコ
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ンセッション事業の重点分野の進捗状況というものがあります。５ページ目と６ページ目

もコンセッション事業の重点分野の進捗状況がありまして、７ページ目から31ページ目ま

でが今のアクションプランの具体的取り組みの進捗状況ということで各省庁に書いていた

だいたもので、32ページ目以降が新たに掲げる具体的取り組み案ということでまとめてお

ります。 

 こういったフォローアップ等をもとに、資料２－２のアクションプランの改定版の案が

できているということでして、本日、この資料２－２に「各省庁施策転記版」とあります

けれども、こちらは本日の段階で、今、この７ページ目以降の具体的取り組みの進捗状況

の右側に、各省にPPP/PFI推進アクションプランに掲げる取り組み案ということでは改定ア

クションプランの記載案ということで記載していただいたところですが、基本的にそちら

をこちらの資料２－２に入れさせていただいている。そういう構成になっております。 

 それでは、順に簡単に御説明させていただきます。資料２－１で、概要につきましては、

御意見も踏まえつつ、先日御説明をさせていただいたとおりで、基本的にこの概要といっ

た意味では前回のこういった形でまとめさせていただいたというものでございまして、特

に実施主体の経験に応じた推進を図るとの観点から施策をブラッシュアップということと、

その他についてもブラッシュアップをして、あとは「コンセッション事業等の重点分野に

○○」ということで、これはまだ調整中ですけれども、こういったところを追加していく。

そういったところが今回のポイントというふうに事務局のほうでは考えているところでご

ざいます。 

 ２ページ目と３ページ目が事業規模の関係なのですけれども、以前、速報値ということ

で示させていただいたことはあったのですが、一応まとまりましたので簡単に御報告させ

ていただきますと、25年度から28年度ということでして、今、全体でいきますと11.5兆円

というところでございます。今、21兆円が目標ですので、数字だけで見ると半分というこ

となのですけれども、この中にコンセッションで大きいもの、関西国際空港ですとか、あ

とは愛知の道路のコンセッションですとか、大きい事業規模のものが含まれておりますの

で、そういったものを除くと、もう一踏ん張り必要かなと思っているようなところでござ

います。 

 ３ページ目が歳出削減と歳入増加効果ということで、こちらは大きく２つに分けている

のですけれども、実は今回、この下の単年度計上基準というものを新たに追加させていた

だいておりまして、この上のものは従来から出していたものでして、当該年度に契約した

事業から見込まれる契約期間中の歳出削減とか歳入増加効果を一括して計上しているもの

がこの上の従来のものでして、もう一つ、単年度計上基準というものを新たに追加してお

りまして、これは目標期間内に契約を締結した事業から見込まれる毎年度の歳出削減と歳

入増加効果を一括して計上するのではなくて、各年度で計上をしたというところでござい

まして、今後、こういったものも示していきたいと思っております。 

 ４ページ目は、こちらはコンセッション事業等の重点分野の進捗状況で、何回もつけさ
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せていただいているものを更新したところでございます。 

 ５ページ目と６ページ目で、こういったものも今後、実は昨年も出していたのですけれ

ども、各コンセッションの手続ごと、導入可能性調査とか、デューデリジェンスとか、マ

ーケットサウンディングとか、実施方針の制定とか、そういったところで、どこの段階ま

で進んでいるのかといったもので、こういったところをちゃんと「見える化」を引き続き

行っていきたいと考えております。 

 ７ページ目以降は、先ほど申したとおり、具体的取り組みの進捗状況で、こちらに進捗

度評価というものを先ほど説明させていただきましたけれども、各省庁で記載していただ

いたところでございます。 

 これを見ていただくと、○、×とＡ、Ｂ、Ｃというものがあるのですが、こちらは平成

29年度末で期限を迎えたものは、達成したか、未達成かという、○、×で評価をしており

まして、それ以外のものにつきましては進捗度に応じて、Ａ、Ｂ、Ｃということで、十分

に進捗しているものがＡで、相当程度進捗しているものがＢで、進捗が大きくないものが

Ｃで自己評価をしたというものでございます。 

 個別は省略させていただきますけれども、全体では、まず○、×で、29年度末までの事

項が実は18項目、この中でありまして、そのうち達成したものが14項目で、未達成が４項

目でして、特に未達成のものも、最初から１番目が未達成なので×になっているのですが、

優先的検討の関係で規程の策定が完了するように、助言等の支援を実施するというところ

でありますけれども、そこはまだ、先ほども説明させていただきましたように、８割とい

うことで、全部ではないというところで×とさせていただいたのですけれども、そのため

に今後どうしていくかというところで、こちらは先ほども説明させていただきましたよう

に、また引き続き助言等も実施しますし、公表もしますし、また柔軟性・実効性のある導

入手法の開発。こういったことをすることによって、こちらのさらに優先的検討、的確に

策定・運用が進むようにしていきたいと思っております。 

 あと、ABC評価でしておるところですけれども、こちらは自己評価ということで、全部で

70項目あるのですが、Ａと評価したものが58項目でして、Ｂが５項目でして、あと「－」

ということで、重点分野の件数目標期間中は「－」にさせていただいております。そうい

ったものが７項目でありまして、あと、Ｃは０項目、なかったというところでございます。 

 例えば、Ｂは５項目あるのですけれども、この例でいきますと、９ページ目の一番上の

「⑦優先的検討の優良事例の横展開の具体的推進を図る」というところで、まだヒアリン

グをいろいろ実施していたところですが、そういった情報の横展開は十分にできているか

といいますと、そうではないのでＢ評価にさせていただきまして、これにつきましても、

今後は柔軟性・実効性のある導入手法の開発等でそういったところをしっかりとやってま

いりたいというところでございます。こういったもので各取り組み、今、できる段階のも

のとして進捗度評価をさせていただいたところでございます。 

 続きまして、資料２－２を説明させていただきます。資料２－２は推進アクションプラ
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ンの平成30年改定版というところで、こちらは先ほども説明させていただきましたとおり、

この進捗状況を踏まえて、各省庁で記載いただいたものを基本的には転記している形にな

ります。 

 ざっと説明させていただきますと、１ページ目は趣旨といいますか、経緯を更新したと

ころでございます。 

 ２ページ目、３ページ目あたりは基本的な考え方で、こちらにいろいろ年末の課題でも

示されましたところで、例えば３ページ目ですと、制度面の障害事項等を適切に把握し、

解決を図ることですとか、そういったところを加えているのと、さらなる啓発とメッセー

ジ発信は我々も重要だと思っていますので、そういったところを追記しているところでご

ざいます。 

 あと、下の「見える化」のところなのですけれども、民間とかそういったところの参入

という観点から、そういったところの参入意欲を刺激するようなデータ、潜在的な、どれ

ぐらいの市場規模があるのだというところの「見える化」も図ることが不可欠であるとい

うところで、ここを追加させていただいているところでございます。 

 ４ページ目から６ページ目までが事業類型ごとの進め方で、こちらは特段、修正はして

おりませんで、このままというところであります。 

 ７ページ目以降が推進のための施策で、こちらは説明させていただいたことがほとんど

ですけれども、そういったところを踏まえて記載を変更しているところでございます。例

えば優先的検討の関係でいきますと、何度も御説明させていただいていますが、８ページ

目の⑧という一番下のところが、人口20万人未満の導入促進で、その際にそういったとこ

ろの実施主体の負担軽減策を検討していきますということを記載しております。 

 ９ページが地域プラットフォームの案件形成の推進でして、団体数の目標が達成したと

ころで、そちらも今、完了という形にさせていただいております。あとは、具体的取り組

みは実務でやる中で、引き続き推進していく中で案件形成をより進めていく形にしており

ます。 

 10ページ目と11ページ目が公的不動産における官民連携の推進ということで、こちらは

先ほど説明させていただいた部分が⑥の部分になるのですけれども、こういった市場性の

低い低未利用公的不動産の関係で、有効活用をしていただくような横展開を図るですとか、

そういったことを記載させていただいております。 

 11ページ目と12ページ目が民間提案の積極的活用というところで、こちらにつきまして

は、これも説明させていただいたものですけれども、例えば②で、官民対話・民間提案が

一層積極的に活用されるように、知見の収集に努めて、周知を図るということが記載をし

ております。 

 12ページ目と13ページ目が情報提供等の地方公共団体に対する支援で、こちらにつきま

しても前回の我々の説明資料にもつけさせていただいていますけれども、PFI法で創設予定

のワンストップ窓口とか助言機能とか、そういったところが円滑に進むように検討すると
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いったことですとか、高度専門家の関係で有益な情報を整理して、広く情報共有を図って

いくといったことですとか、あと、先進的な取り組みとか組織設計とか、そういったとこ

ろもちゃんと分析をして、情報展開を図るといったことを新たに記載しております。 

 14ページ、15ページで、14ページ目が株式会社民間資金等活用事業推進機構の活用とい

うところで、こちらは引き続き行っていくということで、特段変えてはいないところでご

ざいます。 

 あと「（７）その他」を新たにつけ加えております。今の分類の枠ではないところで幾

つかございましたので、そこは「（７）その他」ということで入れております。これも既

に御説明させていただいたとおりなのですけれども、事業期間の満了案件の検証というこ

とで、あと、民間の観点から、官民のリスク分担の実態把握ですとか、一番下は国交省さ

んですが、御説明があったとおりですけれども、中小規模の地方公共団体における官民連

携事業の実施上の課題克服に資するモデルの形成を図るといったことを入れております。 

 「４．集中取組方針」で、こちらはコンセッションになっており、コンセッションが中

心なのですけれども、こちらは「整理中」とか「更新中」というふうに下に書かさせてい

ただいていますが、先ほども説明させていただきましたが、目標の考え方・捉え方につき

ましては、ちょっと整理をさせていただいているところでございます。 

 続きまして、17ページ目が空港になっておりまして、こちらは国管理空港では外部有識

者による検証を行い、検証結果を今後の案件に反映していくということを記載しておりま

す。 

 18ページ目、19ページ目が水道でございまして、水道につきましては、これも法を改正

して、さまざまな取り組みを行っていくところですので、そこはまた引き続き行っていく

という整理にさせていただいております。 

 20ページ目と21ページ目が下水道になっておりまして、下水道は、目標のところにつき

ましては、今、整理をさせていただいているようなところでございます。あとは、新たな

取り組みとして、20ページ目の一番下ですけれども「『下水道における新たなPPP/PFI事業

の促進に向けた検討会』や」というところで「『民間セクター分科会』を通じて」という

ところで官民リスク分担や課題の解決方策について検討を進めるとともに「見える化」を

図るということで、こちらは更新をしているところでございます。 

 「④道路」「⑤文教施設」「⑥公営住宅」「⑦クルーズ船向け旅客ターミナル施設」「⑧

MICE施設」ということで続くのですけれども、こちらは今、引き続きこういったことで取

り組みを行っていくということで記載をさせていただいております。 

 あと「⑨公営水力発電」と「⑩工業用水道」というところで、具体的な目標は調整中で

はあるのですけれども、今、一応、経産省さんということで、公営水力発電と工業用水道

ということで、それぞれ３件の具体化を目標とするということで、こちらで記載をさせて

いただいております。 

 最後に、事業規模目標のところが25ページ目以降になるのですけれども、こちらは修正
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したものは、わかりやすさの観点から25ページ目の上のほうなのですが、民間事業者の総

収入ということでしているのですけれども、ちょっと誤解を生むようなこともあってはい

けませんので、内容は変えていないのですが「平成25年度から34年度までに契約締結した

事業から見込まれる民間事業者の契約期間中の総収入」ということで、これは34年度まで

の収入だけではなくて、それ以降も含むということがわかるような記載に変えているとこ

ろでございます。 

 おおむね改正内容は以上で、あと、こちらは別紙が一番後ろについていたのですけれど

も、こちらは完了したということで、これは全体を削除する予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

○柳川部会長 それでは、ただいまの御説明に関しまして、アクションプランの必要な見

直しの観点から、できるだけ御質問・御意見をいただきたいと思います。どなたからでも

よろしくお願いいたします。 

 どうぞ。 

○石田専門委員 御説明ありがとうございました。 

 前回の計画部会は出席できませんでしたので、法改正等を抱えながら、ここまでまとめ

ていただいて、非常に進捗しているのではないかなとお聞きしておりました。 

 きょうは、基本的には、この資料２－２というところが主な審議事項になるのかなと理

解をしておりますけれども、ちょっと気がついたところを４つほど申し上げたいと思いま

す。 

 まず１つ目、８ページに、最初に「３．推進のための施策」の「（１）実効性のある優

先的検討の推進」の⑧で、人口20万人未満の地方公共団体への導入促進について記載を充

実していただいておるかと思います。 

 それで今回、これまでのPFIをやっていない自治体さん、特に20万人未満の自治体さんに

裾野の拡大を図っていこうということで、これ自体は非常に重要なことだと思っているの

ですけれども、余り小規模な、なかなか民間として取り組みにくい案件がふえていっても

余り好ましい状況ではないのではないかということで、広域化というのが多分裏返しで必

要になるだろうということで、前回も結構、広域化の議論はあったかと思うのですが、今

回のアクションプランの改定案の中に広域化についての言及が余りないように見受けられ

るので、⑧のところに、負担軽減策とともに、やはり民間としても取り組みやすいような

広域的な案件形成に関する言及とかがあってもいいのかなと思いました。 

 それとリンクするのですけれども、次のところの９ページ以降の「（２）地域プラット

フォームを通じた案件形成の推進」。恐らく複数の自治体で案件形成していこうとすると、

やはり地域プラットフォーム、ブロックプラットフォームを有効活用していくことになる

と思うのですが、こちらにやはりそういった広域的な案件形成についてのことなんかが言

及されるといいのかなと思いますので（１）と（２）で、広域的な案件形成について何ら

かの取り組みの施策を入れていただきたいなと思います。 
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 ちょっと細かいことになるのですが、10ページの⑥で「地方公共団体等に対して、地域

プラットフォームの形成数や具体の案件形成数等の実施状況のフォローアップを実施し」

と、まさしくプラットフォームの数は十分できたので、これから案件形成数を見ていこう

というお話が先ほどありましたので、こちらについての目標設定について、ぜひ前向きに

御検討いただきたいなと考えております。 

 それから、15ページの「（７）その他」になるかと思うのですけれども、課題のところ

で整理をした、資産を保有する必要がないという、必ずしも保有しなくてもいいような、

公共サービスのために供する資産もあるのではないかという話。こちらもせっかく議論を

したところなので、何らかの形で入れられないか。そうすると、今の時点ではその他のと

ころになるのかなということを考えておりました。何らか研究をしていく段階なのか、事

例を収集して普及啓発を図っていく段階なのか、わかりませんが、何らかのことが出てく

るといいのかなと思いますので、ぜひ御検討いただければと思います。 

 以上です。 

○柳川部会長 いかがですか。何かお答えできるところがあれば。 

○森企画官 広域化につきましては、確かにおっしゃるとおりの観点はございますので、

こちらは何か入れられないかというのは検討していきたいと思いますし、プラットフォー

ムにつきましては、今、広域的な地域プラットフォームの形成を支援するという、いろい

ろ書かさせていただいているところもございますけれども、ほかにあるかどうかというの

はまた検討させていただきたいと思います。 

 あと、最後の資産を保有しないというところは、とりあえず、今、我々としてはまだ勉

強段階といいますか、検討段階ですので、なかなか今のところ、入れるのは難しいかなと

は思っていたところでございます。 

○柳川部会長 そのほか、いかがでしょうか。 

 赤羽専門委員、どうぞ。 

○赤羽専門委員 ３点ほどあります。 

 まず内閣府さんの資料で、これは４ページで、プラットフォームでつくったら終わりで

はないというところを、案件形成そのものを目標とすべく、国交省と連携を図る。これは

具体的には多分KPI、どれだけ案件が出てくるかというところをより着目してだと思います

し、PDCAという意味で、ほかの先生方も言われていましたが、プラットフォームもそうで

すし、国交省さんのところで、この資料２－１の道路のものも、26ページの60と61も自己

評価はＡとなっていますけれども、これは多分、御説明のときにもありましたが、まだま

だ不足しているという御認識はあると思いますが、我々の認識としてはやはりいろんな案

件が出てくることに対しての評価ということですので、そういう観点からPDCAを回してい

ただきたいと思います。 

 それから、今の石田専門委員のところとも関連するのですけれども、広域化、特に水道

なんかがよく事例に出てくるのですが、この資料１－２の28ですか。これは３省、厚労省
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さんと国交省さんと総務省さんに共通の上下水道のところなのですけれども、厚生労働省

さんのところは水道法の改正ということで料金等を、これは資料で料金のところもちゃん

と取るということを、法改正とガイドラインも今後やられるということがたしか入ってい

たと思うのですが、国交省さんの資料も結構書いてあるのですけれども、国交省さんの資

料１－４の３ページ目ですか。いろんなところで書かれているのですが、下水道について、

この料金のところをどうするかということと、公営企業会計の適用または検討を推奨する

というふうになっているのですけれども、このあたりは雨水が入っているので結構難しい

と思うのですが、公営企業会計の適用をしただけでは多分、全然解決しないことは厚労省

さんが料金等のガイドラインを出していることから明らかですから、それは公営企業法、

会計法の適用があることは前提なのですけれども、やはり料金等についてのしっかりとし

た考え方を入れていくことが重要かと思って、第一歩ではあるのですが、多分、そのあた

りの取り組みが引き続き必要ではないか。 

 あと、厚労省さんと国交省さんと総務省さんも入っているのですけれども、総務省さん

のほうは連携するとともにということと、前回、公営企業法についての上下水道とか、多

くは公営企業法なのですが、それについての質問については37のところ、こういう質問で

あったか、どうであったか、あれですけれども、29年度の公営企業のあり方の報告書の周

知の効果で、また秋に報告するのだということで承ったのですが、観点として、公営企業

も、要は将来の料金の不足とか、それから、資本支出があることでお金が不足していく。

地方財政健全化法をやって10年だと思うのですけれども、公営企業については多分、資金

不足率という問題があって、それについての観点といいますか、地方財政健全化からの観

点というものが、済みません、最近の報告書をチェックしていないのであれなのですが、

公営企業の資金が不足する、または支出がふえると、公営企業自体の資金不足率もさるこ

とながら、当然ながら、公営企業法は一般会計から繰り入れをしているわけですね。それ

を収入としているわけです。 

 そういう意味では、地方公共団体本体のほうの財政赤字が拡大するという観点から、そ

うすると地方財政健全化法の４章のほうにも将来的には影響してくることだろうと思うの

で、そういう観点がいろんな、各公営企業、上下水道それぞれの業法の中では対応しては

いるのですが、最終的に地方自治体、それから、地方公営企業の赤字なり、もしくは資金

のところの、そういう観点からの現状分析というものは今まで、済みません、私も見てこ

なかったのであれですが、されているのか。あとは今後、されるのか。そういう観点が必

要ではないかというふうに財政健全化の観点から思っております。 

 以上です。 

○柳川部会長 もし、現段階で何かお答えがあれば。 

○石崎審議官 ありがとうございます。 

 先ほどの広域化の話等もありまして、我々も御意見をいただいて、今回、アクションプ

ランに位置づけていく中身ということで、いってみればPFIの一歩、背景になる、土台にな
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るようなお話だと思いますけれども、どこまでそれを我々としてアクションプランの中に

位置づけるかというのは多少悩みながら、今回、提案をさせていただいてございます。 

 確かに広域化の話ですとか、他省でやられている広域化を、広域化自身の目標を、例え

ばこのPFI、このアクションプランに掲げるというのは少し役割分担として違うのかなと思

いますが、いずれにしても、広域化を進めることと連携をするということは非常に大事な

話だと思いますので、そういう形の連携の中で、先ほどありましたような御指摘について、

また記述させていただきたいと思います。 

 赤羽先生の今の御指摘も、財政赤字のところにどこまでPFIのアクションプランの中へ取

り込むのかという観点があるかと思いますので、そこのところは少し関係省庁とも御相談

させていただきまして、このアクションプランの役割分担の中でどこまで書けるのかとい

うことについて、少し整理をさせていただければと思います。 

○柳川部会長 よろしいですか。 

○赤羽専門委員 ちょっと総務省さんにお聞きしたいのです。 

○柳川部会長 では、総務省さん、お答えできるところがございましたら。 

○総務省（飛田室長） 申しわけございません。財政健全化法の関係と公営企業との関係

につきましては、担当ではないものですから、ここで明確にお答え申し上げることができ

ません。 

 一応、公営企業の経営のあり方に関する研究会というところにおきまして、やはり人口

減少ですとか、施設の老朽化ですとか、それから、職員さんも大量退職が出てくる。そう

いった中で経営環境が厳しくなってきているというところで、公営企業につきまして抜本

的な改革、例えば公営で行う必要性があるのかですとか、あるいは事業としての持続可能

性がどうなのかですとか、あとは民営化、民間譲渡、広域化、あるいは民間活用。そうい

ったところを方向性として示しまして、報告書として出しているところでございます。 

 担当ではないので、ちょっと不正確な可能性はありますけれども、当然、公営企業は自

治体のほうの会計で経営しているわけですので、御指摘のように一般会計からの繰り入れ

というものも一般的にはあるところでございます。そういったところも考えているとは思

いますが、きょうは詳しく御説明できなくて大変申しわけないと思っております。 

○赤羽専門委員 何か御報告はいただけるのかなという感じですか。 

 では、また教えていただきたいのと、あと、審議官のコメント、ありがとうございます。

PFI法は当然のことながら、いいサービスと財政の健全化というものがあれなので、やはり

本来であればプロジェクトごとに、海外では多分、一般的だと思いますけれども、今回、

単年度のものを入れていただいた。単年度の効率化のものを入れていただいたと思うので

すが、各プロジェクトでどれだけ公的資金を削減することができたかという観点もすごく、

そこを結構、もともとのPFI法の成り立ちの一つでもあるので、もしくはPPPといいますか、

イギリスの、そこのところはぜひ書いていただき、PFIをやる上では当然のことなので、そ

このところはここのアクションプランのところにも肝要なところなのかなと私自身は思っ
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ております。 

○柳川部会長 江口専門委員、どうぞ。 

○江口専門委員 ありがとうございます。 

 前回コメントさせていただいた点で、コンセッションの件数目標を、アクションプラン

の一番大事なところは件数目標だと思うのですけれども、そこが具体化という、ちょっと

抽象的な表現になっていて、私は実施方針の発表で１件と数えるべきだと思うのですが、

今、御回答は調整中というふうに記載されていて、実際、資料２－２のドラフトの中の16

ページの下のところに、今、注書きで赤く書いてあるところだと思うのですけれども、こ

れは目標設定について実施方針の発表というものを目標にできないのは何か理由があるの

でしょうか。 

○石崎審議官 現在、重点分野の目標設定については件数と、何年までという期限を決め

てやっているのはあります。そのために、基本的には余り長期の目標を立ててもしようが

ないだろうということで、２年とか３年とか、そういう観点でやっていますので、ある意

味では２年とか３年でできるところまでということを考えたときに、例えば条例化とか、

そういう形での実施方針を出して条例化するとか、そういう形になると、かなり年数がた

ってしまう。そういう観点と、あと、国として公共団体をどこまで、最後は公共団体の自

主判断というところがありますので、国がどこまで関与できるかという、その辺の観点か

ら、まずは具体化するまでで、要するにデューデリジェンスを行う、着手するまでという

形で一定の整理をしたというふうに我々も聞いてございます。 

 ただ、そのまま順調に全ての案件が進んでいるのであれば、その考え方もそのままでい

いだろうとは思いますが、そこでやった結果、その場で足踏みしている案件もたくさん出

ておりますので、そのままの考え方でいいのかどうか。ただ、一つの目標設定として、目

標設定を一旦切っていますので、それはまず達成する努力をする。それで、さらなる目標

を立てなくていいかどうかについて、今、関係省庁と調整をしている。そういう状況でご

ざいます。 

○柳川部会長 よろしいですか。 

 根本部会長代理、どうぞ。 

○根本部会長代理 ４点あります。 

 １つは、内閣府さんの最初の御説明のときに自治体のアンケートというものがあって、

最初の資料の３ページなのですが、コメントの中に、事業実施に当たって時間的な制約が

あったというのが記載されていて、これはおかしい。PPP/PFIが時間的な制約にならないよ

うに簡素化ガイドラインをつくっているはずなので、それがやはり浸透していないという

ことだと思います。そこで、アクションプランに反映させるとすると、優先的検討規程の

中だと思うのですが、アクションプランの８ページの②のところで、具体的な案件形成の

進捗の中に文言として、簡素化ガイドラインの有効活用を図るなどという文言を入れるこ

とによって、しっかりとアクションプランに位置づける。ちょっと忘れられているのでは
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ないかという気がします。これが１点。 

 ２点目が、資産の非保有の場合のイコールフッティングの問題です。私が提起したので

すが、私はイコールフッティングをしているのか、いないのかというふうにお尋ねして、

イコールフッティングという用語でお返しをいただいていないのですけれども、もしイコ

ールフッティングをします、もしくはしているのですというのであれば、民間の認識はそ

うはなっていないので、これもアクションプランの中に、非保有であっても補助金等はイ

コールフッティングしているので、有効な活用を推進するという文言が入ってしかるべき

だろうなと思います。もし、していないのであれば、していないと回答した上で、なぜで

きないのか、いつできるのかということをしっかりとお答えいただきたい。これが２点目。 

 ３点目が、上下水道の料金ですけれども、厚労省さんと国交省さんからそれぞれ新しい

動きとして御報告をいただいて、いずれも更新費用もしくは資産維持費という形で位置づ

けるという御回答でしたので、これもしっかりとアクションプランの中に、これは新しい

動きだろうと思うので、書けるかなと。本文をお読みする限り、余り明示的にそこまでは

書いていないような気もするので、やるのであればしっかり書いたほうが、書けるのであ

れば書いたほうがいいと思います。 

 最後です。個別施設計画ですけれども、これは問題は、先ほどスケジュール的に御説明

いただいたのですが、私が感じている大きな問題は、総合管理計画の策定前に既に策定を

されていた計画類。これは橋梁、公営住宅、下水道等の、一部、学校も含まれますが、長

寿命化計画とか再編計画をそのまま個別施設計画と位置づけている例が非常に多いという

ことであります。そのこと自体、悪いことではないのですが、本当に総合的に見て予算不

足が解消されるのかどうかについては、基本的には検討がなされていないです。計画があ

るので、それを取り入れているだけで、そのとき、当時、27年度以前に縦割りの分野で見

たものが本当に予算が取れるのかということを検証するために総合管理計画を策定してい

るので、現時点で再検証する必要があると思います。 

 総務省さんには説明会とかで具体的に指摘をしていただきたいということなのですが、

アクションプランの中で11ページに総合管理計画のくだりがありまして、この中に個別施

設計画の策定や改定の内容を受けて不断に見直すという文言をぜひ入れていただきたい。

ここは変わっていないので、従来どおりみたいに受け取られてしまうので、新しい通知も

出たということであれば、不断に見直す、個別施設計画につなげるということをしっかり

と明記すべきではないかなと思います。 

 以上です。 

○柳川部会長 それでは、お答えできるところはお答えいただけますでしょうか。 

○石崎審議官 まず、時間的制約の簡素化ガイドラインにつきましては、御指摘のとおり

だと思いますので、表現ぶりを工夫させていただきたいと思います。 

 イコールフッティングの話は、先ほど石田先生のほうからもありましたが、何にまでで

きるのかというのが正直なところ、まだ我々としては考えておりますので、それも少し工
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夫させていただければと思います。 

 あと、料金の話とか個別施設計画の話で、関係省庁もございますので、どういう形の表

現まで可能なのかにつきましては、また整理をさせていただければと思います。 

○柳川部会長 いかがでしょうか。 

 各省の方、何かお答えできるところがあれば。 

○根本部会長代理 いや、個別にお答えいただかなくて結構です。 

○柳川部会長 では、御検討いただくということで。 

 清水専門委員、どうぞ。 

○清水専門委員 前回欠席しましたので、意見を出させていただきましたが、それに対し

て御回答いただいてありがとうございます。 

 ２点、それに関連してということで、厚労省さんの先ほどの広域化にも関係するところ

になるのですけれども、これは厚労省さんの資料でいいますと、資料１－５で１ページ目

の下から２つ目のところです。水道コンセッションを含む、民間活用と広域化を車の両輪

として同時並行的に進めることに大きな意味があるのではないかという趣旨でコメントさ

せていただきました。それでお答えいただいたのが「水道広域化検討の手引き」等もあり、

それから、もちろん水道法の改正で、今、一生懸命取り組まれているということで理解し

ております。 

 この手引きのほうですけれども、私の理解が間違えでなければ、これをつくられたのが

随分前で、平成20年ぐらいかなと思うのですが、そのころはまだコンセッションもありま

せんし、そういう意味では少し前のフェーズのものであったかと思っているのです。今、

コンセッション、民間活用がその後、どんどん進んできているということの中で、やはり

広域化と民間活用を同時に進めることの効果をぜひ真正面から見据えていただきたいなと

思っていまして、特に施設の老朽化ですとか、給水人口の減少、それから、技術の承継等、

非常に重い課題を背負っていることを踏まえると、この２つの手法を同時に取り組むこと

の効果は大きいかなと。広域化の効果をより良く発揮させるためには民間活用をしっかり

入れるべきでありますし、民間活用の効果をよく出すためには広域化も取り入れるべきで

あると思っているのです。 

 それで、水道法の改正の中でも広域化の観点と民間活用、コンセッションの話と両方出

てくるのですが、これがそれぞれ一つ一つの手段になっているような見え方もするもので

すから、もちろん、全てにおいて、これを２つ同時に進めるとハードルが高いですし、難

しいということはよくわかるのですが、この２手法で相互にシナジーを出して進めていく

ところの意味をぜひ国としてしっかりと考えていただければ有り難いということです。 

 それに関連して申し上げるとすると、この広域化の手引き等について、次回改定をされ

るときにはそういった民間活用の効果をしっかりと、それも同時に進めるべきというとこ

ろを、あるいは進めるための具体的方策というものをぜひ入れていただきたいと思ってお

ります。 
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 それで、先ほど審議官から、広域化というものはどこまで、この場で議論するべきかと

いうこともあったので、今回のアクションプランのところで申し上げますと、資料２－２

ですけれども、今回、上水道のところ、18ページから19ページにかけてのところについて

は、特段、変更点はないということなのですが、19ページ目の一番上のポツにそういった

ことが書かれているのですが「広域化と併せ」というふうに書いてあって、広域化とコン

セッションを同時に進めようというふうに読めなくもないです。しかし、やはりここはも

う少し明確化して、例えば広域化も重要な契機としてコンセッション等の民間活用をしっ

かり進めるべきであるとか、そういった形で、この２つの手法の併用の効果にもう少し言

及していただければいいのかなと思っております。それが１点目です。 

 もう一点は、内閣府さんの資料１－３の１ページ目の真ん中のところで私のほうから意

見させていただいた点ですが、答えていただいていまして、ありがとうございます。 

 それで、この意見の中でVFM計算の話に加え、事業実施判断の際に、民間収益事業の地域

活性化効果のところも重視するスタンスを少し織り込んでいってはどうかと思っていまし

て、事業が100あるとして、公共的事業の部分がそのうち例えば10の割合に過ぎないとして

も、残り90の民間収益事業の経済効果は大きいと思っていまして、その際公共事業と民間

収益事業が事業としては相互に必要とされるような事業もあると思うのです。そういう中

にあって、VFM計算で小さい金額の議論をするよりは、むしろ、この民間収益事業から生ま

れる地域の活性化効果というものをよりしっかりと検討することに実質的意味があるもの

もあると思いますので、その辺をバランスよく判断していく必要性があるかなと思います。 

 そこのところを少し入れ込んでいただければありがたいということだったのですが、こ

の改定アクションプランの資料２－２の８ページ目の⑧の部分、ここに埋め込まれたのか

なと思うのですけれども、ここでいいますと人口20万人未満の自治体のところへの記載と

いうことになっていて、これは人口20万人未満に限らず、全般的にここの趣旨は生かされ

てもいいのかなと思いますので、その辺を含めて少し工夫いただければありがたいかなと

思っております。 

 以上、２点です。 

○柳川部会長 それはちょっと工夫していただいてということで、御意見を少しいただけ

ればと思います。 

 小森専門委員、どうぞ。 

○小森専門委員 小森でございます。３点ほど意見を述べさせていただければと思います。 

 アクションプランの資料２－２のほうでコメントさせていただきます。後ろからで恐縮

でございますが、25ページ、26ページの契約期間中の単年度の計上というところ、この記

載は大賛成でございます。いつも民間のことに引きつけて申しわけないのですけれども、

私は法務部なものですから、「●●億の契約を締結する」と言われたときに「それは１年

の数字ですか、10年の数字ですか、15年の数字ですか」と必ず確認いたします。そういう

観点を踏まえ、「単年度」のものを記載していただいたことは賛成でございますので、こ
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のまま記載をお残しいただいて、できればさらに発展するようなことだといいなと思って

おります。 

 ２点目。これがちょっと悩ましいのですが、先ほど石田先生のほうからもあったとは思

うのですが、アクションプラン（資料２－２）15ページ「（７）その他」に公共施設の非

保有の記載を入れるかどうかということでございます。最初御説明いただいた内閣府様の

資料１－３の12ページで非保有というものが３つ出ていたのですけれども、このアクショ

ンプランのところにはないというのは若干、違和感を覚えております。と申しますのも、

また民間の話で恐縮なのですが、金融機関、特に保険会社は不動産を持っているねと言わ

れたりもするのですが、保険会社は生保、損保を問わず、コア業務が保険をお引き受けす

る。それを資産運用するのがコア業務なので、その手段のひとつとして不動産を持ってお

ります。御存じのように、金融危機ですとかリーマンショックのときに売ったりもしてお

ります。すなわち、それは売るも買うも経営判断でございまして、悩んで悩んで、持たざ

る経営にするのか、これは残すのかどうなのかというシビアなところで見ております。私

はイコールフッティングどうこうというところまで勉強が追いついてはいないのですけれ

ども、この非保有というところを検討しようかなと思っていらっしゃることは触れられて

もいいのではないかなとは思いましたので、御検討いただければと思っております。 

 ３点目なのですけれども、２点目と関連するのですが、先ほど申しましたように、金融

機関として不動産を手放すこと、買うのもそうですし、あと、メーカーさんならもっと設

備投資ということで大規模なお金を投入して買う。また、工場を撤退して違うものに振り

向けるという御知見もあると思いますので、アクションプラン（資料２－２）12ページ、

13ページで「民間との対話」ですとか、「高度専門家によるアドバイス」というところを

入れていらっしゃいますが、ここも、そこまでの公共施設の非保有に絡めなくても結構で

ございますので、このままアクションプランの改定版に残していただければと思っており

ます。 

 以上、単年度のところと非保有のところ、あと、知見活用というところで意見を述べさ

せていただきました。 

 以上でございます。 

○柳川部会長 では、白石専門委員、どうぞ。 

○白石専門委員 ２点コメントがございます。 

 １つ目がガイドラインの24ページの「⑨ 公営水力発電」なのですが、ちょっと細かく

て恐縮なのですが、目標に関しまして、ここの水力発電が「３発電施設」という表記にな

っていまして、他の重点分野は全て件数が３件なのですけれども、これは大きな意味があ

るのかどうかということです。ちなみに、公開されている鳥取県の事例は３発電施設を対

象にしたコンセッション事業なのですが、この１件ができれば目標達成ということなのか

という質問です。 

 ２点目が、経産省さんのきょうの御説明の９ページのところなのですが、公営ガスに関
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しましては、まだ数値目標の設定は検討していないということなのですが、先ほども御説

明がありましたとおり、私も大津市の公開情報を見ている限りにおきまして、やはりガス

の自由化といったものが公営企業の方からするとコンセッションを検討する大きなドライ

バーになったという説明もございましたので、そういう面で、今年度以降はやらないとい

うことなのですが、逆に言いますと、来年度以降、また検討する機会があるのかといった

ことも含めて御質問させていただきます。 

○柳川部会長 では、その御質問にお答えできるところはいかがですか。 

○経済産業省（柴山室長） ガスのほうについてお答え申し上げます。 

 競争は特に大都市圏で起きておりまして、なかなか公営事業者さんが多い、例えば東北

とか北陸とかですと、残念ながら、まだそういった参入が起きていないのは現状でござい

ます。今後、目標を置くかどうかとかは、そのあたりの状況も踏まえつつ考えていきたい

と思っております。 

○柳川部会長 あと、水力発電のほうは。 

○石崎審議官 済みません。数え方は確認します。 

○柳川部会長 そうですね。後で確認していただければと思います。 

 財間専門委員、どうぞ。 

○財間専門委員 同じく15ページの「（７）その他」なのですけれども、最後のポツの国

交省さんからの項目なのですが、ここに書いてある内容だけだとちょっと意図していると

ころが伝わりにくいかなと思いますので、国交省さんのこの資料にあるように、これは複

数自治体の広域化の話と、地元企業が中心となる地域完結型のモデルづくり。このあたり

の文言を一言入れていただけると、どういったモデルの形成を図るのかということが伝わ

るので、そちらのほうがよろしいかなという気がいたします。 

 それと、８ページ目の具体的な取り組みの①から、⑥と⑦が飛んで⑧の、こちらの、恐

らく書き方といいますか、書きぶりのことかなと思うのですが、20万人以上の地公体と20

万人未満の地公体で何かが違うのかなと読んでしまったのです。７ページの方針のところ

を読む限り、人口20万人未満の地公体も全ての地公体で強く期待すると書いてあるので、

基本的には同じ支援なり横展開、情報の展開というものは行っていただけるのだろうなと

思うのですが、①、②、③と読んで⑧と読むと、20万人未満の地公体には、例えば②の実

施主体の経験に応じた支援とか、このあたりがもしかして、これは20万人以上の地公体な

のかなというふうに読んでしまったのですが、こちらはどちらで解釈したらよろしいので

しょうかという質問と、もし未満でも同じように支援・展開を図るということであると、

ちょっと書きぶりを変えていただけると、もう少し理解しやすいかなと思いました。 

○森企画官 ちょっと書き方なりは調整をさせていただきます。以上と未満で分けている

のは、以上は規程の策定を要請しているところもあって、こうなっていますけれども、そ

こはまた書き方を検討したいと思います。 

○柳川部会長 国交省さんのほうでもし何かあれば、さっきのような案で。 



30 

 

○国土交通省（中井課長） 検討させていただきます。 

○柳川部会長 御検討いただければと思います。 

 そのほか、いかがでしょうか。よろしいですか。特に大丈夫ですか。 

 それでは、いろいろ、先ほどの広域化とか非保有のところとか御議論があって、御意見

が幾つかありましたので、そのあたり、どこまで書き入れられるか、御検討いただくとい

うことでよろしくお願いいたします。 

 それでは、よろしければ、本日の審議はここまでにさせていただければと思います。 

 事務局におかれましては、本日の審議を踏まえて、PPP/PFI推進アクションプラン（平成

30年改定版）の案を次回部会までに御準備いただければと思います。 

 最後に、事務局から連絡事項があればお願いいたします。 

○森企画官 次回の計画部会は、５月14日月曜日の15時から17時に開催予定となっており

ます。本日の御議論を踏まえまして策定した推進アクションプラン（平成30年改定版）の

案を御審議いただくことを予定しておりますので、またよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○坂本参事官 坂本です。 

 済みません。冒頭に御紹介させていただきましたが、法案の審議の関係で職員が出たり

入ったりという話をさせていただきましたが、私も今、議員会館のほうに国会議員の先生

に呼ばれて、行ってまいったところでして、先週、PFI法の改正案ですけれども、衆議院の

本会議で質疑のバッターが３人立ちまして、いわゆる登壇物と言われる法案になりました

ので、まず衆議院の本会議で質疑というものが行われたところでして、今週は衆議院の内

閣委員会で審議が行われる予定になっております。それで質問をする予定の各党の先生方

から今、どういう質問をするかということで呼ばれているところです。 

 衆議院が終わったら、今度はまた参議院の審議ということで、成立を目指して頑張って

いきたいと思っております。引き続き、よろしくお願いします。 

○柳川部会長 それでは、これで閉会とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 
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